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１．政策評価におけるコロナ禍の影響 

２．コロナ禍における政府の取組と財政的影響 

３．コロナ禍における政策評価をめぐる問題意識 

４．事例紹介 

 

 

１．政策評価におけるコロナ禍の影響 

今般の新型コロナウイルスの感染拡大（以下「感染拡大」という。）は、我が国の経済

や社会構造に大きな影響を与えた。政府が実施する施策や事業もその影響を免れず、各行

政機関が実施する政策評価1の過程では、コロナ禍の影響をめぐり、評価の在り方や評価

結果の解釈等について様々な考えが示された。 

本稿では、コロナ禍における政策評価制度をめぐる問題意識を整理するとともに、各行

政機関で広く行われている目標管理型の政策評価2において、コロナ禍がその評価に影響

を及ぼしている特徴的な事例を紹介する3。 

 

２．コロナ禍における政府の取組と財政的影響 

コロナ禍においては、度重なる緊急事態宣言の発出4や人々の社会活動の変容等により、

飲食店等の休業や時短営業のほか、外出自粛や企業の出勤抑制などが全国的に行われた。

 
1 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（平成13年法律第86号。以下「評価法」という。）に基づき、各

行政機関はその所掌に係る政策について評価を行っている。 
2 各行政機関の主要な施策（政府全体で約500）を対象として、あらかじめ設定された目標の達成度合いを評

価するものであり、各行政機関共通の５区分（目標超過達成、目標達成、相当程度進展あり、進展が大きく

ない、目標に向かっていない）により、目標の達成度合いを明示することとされている。 
3 本稿は、令和４年３月28日時点の情報に基づくものであり、参照ＵＲＬの確認も同日に行っている。 
4 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）に基づき、令和２年４月以降、累次にわたり

発出されている。また、令和３年２月の同法改正に基づき、同年４月以降、感染拡大の状況に応じてまん延

防止等重点措置が実施されている。 
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コロナ禍により日本経済は停滞し、令和２年度の実質ＧＤＰは前年度比マイナス4.5％と、

比較可能な平成７年度以降で最大の落ち込みとなった5。 

政府は、感染拡大の防止と経済活動の両立のため、令和２年度には三次に及ぶ補正予算

を編成し6、新型コロナウイルス感染症に対応してきた。補正予算による歳出増や感染拡

大の影響等による歳入の鈍化から、国・地方の公債等残高の対ＧＤＰ比は元年度末の

191.0％から209.9％に上昇した7。 

こうした状況の中、令和２年度の財政政策に関する財務省の政策評価の過程では、

「2025年度の国・地方を合わせたプライマリーバランス（基礎的財政収支）黒字化を目

指し、同時に債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指す」との目標の達成状況につい

て、同省で初めて「Ｃ（目標に向かっていない）8」とする評価が下された9。これは目標

管理型の政策評価における５段階評価のうち最低評価10である。当該評価の記載された政

策評価案が議題となった財務省政策評価懇談会11において、財務省からは、第一次から第

三次の補正予算編成により、「一般会計のプライマリー赤字が９兆円から90兆円」になり、

「どう考えてもＢ以上で評価するということは語義上不可能」であるとの説明がなされ12、

有識者からは前例のない低い評価との驚きの声も聞かれた13。 

その後も、令和３年度補正予算において、医療提供体制の確保やワクチン接種体制の整

備等に要する費用が措置されるとともに、新型コロナウイルス変異株による感染拡大等の

予期せぬ状況変化に備え、４年度予算ではコロナ予備費５兆円が措置される14など、依然

として大きな財政的影響が生じている。 

他方、政府は、今回の感染拡大は厳しい試練である一方で、デジタル技術を活用した柔

軟な働き方やビジネスモデルの変化等、これまで進められなかった課題を一気に進める

チャンスであるとの見方を示しており15、ポストコロナ時代に向けた新たな政策の検討も

進められている。 

 

 
5 内閣府『令和３年度年次経済財政報告』（令和３年９月）５、６頁 
6 財務省「令和２年度予算」<https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2020/inde

x.html> 
7 内閣府「中長期の経済財政に関する試算（2022年１月）のポイント」２頁 
8 財務省では、共通５区分をＳ＋（目標超過達成）、Ｓ（目標達成）、Ａ（相当程度進展あり）、Ｂ（進展が大

きくない）、Ｃ（目標に向かっていない）の５段階で示している。 
9 「辛口財務次官、自らつけた最低評価「財政再建に逆行」挽回期す」『日本経済新聞』（令3.9.14） 
10 なお、令和２年度の全府省の評価結果では、「目標に向かっていない」と評価されたのは1.4％（３件/218

件）である（総務省『令和２年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告』

（令和３年６月））。 
11 令和３年６月14日開催。同懇談会は、評価法に基づき設置されている有識者会議である。有識者会議につ

いては後述の「３.コロナ禍における政策評価をめぐる問題意識」を参照。 
12 矢野財務省主計局長による発言。なお、当初の評価はＢであり、自身の判断においてＣ評価に改めること

とした旨や、自虐的でも危機意識を表明したかったわけでもなく、淡々と評語として当てはまるものはＣし

かなかった旨の見解も示された。 
13 「（多事奏論）アベノミクス錬金術―財政健全化、語らぬ無責任」『朝日新聞』（令3.9.1）。有識者会議では、

秋池委員、秋山委員、江川委員、翁委員、角委員、田辺委員、富山委員、伊藤委員、小林委員等からこうし

た発言が見られた。 
14 財務省「令和４年度予算のポイント」 
15 「経済財政運営と改革の基本方針2021」（令和３年６月18日閣議決定）１、２頁 
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３．コロナ禍における政策評価をめぐる問題意識 

感染拡大下にあっても、各行政機関は自らが実施した政策について評価を行っており、

そうした評価について検討を行う各行政機関の有識者会議16では、コロナ禍における政策

評価の在り方に関し、有識者から様々な意見が示されている。 

また、政策評価制度の在り方等を議論する総務省の政策評価審議会17などにおいても、

コロナ禍における政策評価制度の在り方に関する見解が示されている。 

以下では、こうした議論を踏まえ、コロナ禍における政策評価をめぐる主な問題意識を

整理する。 

 

（１）評価結果の考え方に関する主な意見 

各行政機関の有識者会議では、概して、コロナ禍という緊急事態の下で実施された政策

に対し、従来どおりの評価の実施は困難とする見解が示された。 

コロナ禍の影響の評価の在り方については、コロナ禍前に設定した目標をコロナ禍にお

ける目標に改めた上で評価を実施する手法が考えられるとの意見が示される18一方で、継

続性という観点からコロナ禍の影響を全く考慮しないで評価する手法も考えられるとする

意見も見られた19。また、コロナ禍により目標を達成できなかったとする評価については、

コロナ禍に対応するべく既存施策に加えて講じられた新たな施策があれば、評価において

加味してよいとする意見が複数見られた20ほか、安易にコロナ禍の影響があったとするの

ではなく、真にコロナ禍の影響により目標が達成できなかったのか、他の要因や当初の目

標設定の妥当性などを分析する必要があるとする意見も見られた21。さらに、個別施策の

評価におけるコロナ禍の影響の捉え方と、当該行政機関が所管する施策の評価全体として

のコロナ禍の影響の捉え方について、それぞれ整合性を取ることが必要であるとの意見も

あった22。 

 

（２）今後の目標や指標の在り方に関する主な意見 

各行政機関の有識者会議は、評価結果の取りまとめのほか、目標管理型の政策評価にお

 
16 評価法では、政策評価はその客観的かつ厳格な実施の確保を図るため、学識経験を有する者の知見の活用

を図らなければならないとされ（評価法第３条第２項第２号）、各行政機関は学識経験者から成る政策評価

に関する会議を設置している。なお、感染拡大後はほぼ全ての有識者会議において、ウェブ会議システムが

活用されている。 
17 総務省組織令（平成12年政令第246号）第121条に基づき、総務省に置かれている審議会である。 
18 法務省政策評価懇談会（第64回）（令3.7.15）井上委員発言 
19 第68回財務省政策評価懇談会（令2.8.24）秋池委員発言 
20 第72回財務省政策評価懇談会（令3.10.19）秋山委員、田辺委員発言。なお、コロナ禍における既存施策の

実施に当たりなされた工夫についても、評価書に記載するのがよいとの見解も見られた（第10回厚生労働省

政策評価に関する有識者会議福祉・年金ＷＧ（令3.8.2）藤森委員発言）。 
21 第51回国土交通省政策評価会（令3.6.25）上山座長発言、令和３年度農林水産省政策評価第三者委員会

（令3.8.3）石井委員発言 
22 法務省政策評価懇談会（第64回）（令3.7.15）井上委員発言 
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ける事前分析表23の測定指標の設定、次期基本計画24の策定等に伴う評価対象決定の際に

開催される例が多い。 

有識者会議では、今後の事前分析表における目標及び指標の設定に際しては、コロナ禍

後の視点で考えていく必要があるとの意見が示された25ほか、コロナ禍の影響は継続する

という想定で設定する必要があるとの意見も複数見られた26。また、社会の変化に対応す

る短期的な目標や指標の設定が必要とする意見27や、コロナ禍により施策の実施手法を変

えた場合には従来の手法と比較・分析することで、次期目標等の設定に対する知見として

活用できるとする意見28も見られた。 

 

（３）政策評価制度の在り方に関する主な意見 

 政策評価制度の在り方に関し、政策評価審議会では、感染拡大後の社会変化は伝統的な

行政の在り方に更なる変容を迫り、行政の評価もまた行政の変化に応じて適切に改めてい

くために在り方を見直すべきであるとの見解が示された29。また、評価対象とされる政策

や制度は、一定の環境を前提としてそこに発生する問題を解決するためのものであり、今

回のコロナ禍のように前提となる環境が変わってしまった場合には制度そのものの機能が

変化するものも生じるとした上で、柔軟性、有用性、説得力といった視点で評価を見直す

ことが重要との指摘もなされた30。 

各行政機関の有識者会議においても、目標に対する実行性の評価を中心とした手法では

コロナ禍のような大きなショックがあった場合の評価が困難であり、制度そのもののレジ

リエンスが必要であるとの指摘がなされた31。また、突然の事業変更があった場合には現

在の評価手法では対応できず、政策評価の体系そのものについて検討が必要であるといっ

た意見32や、世の中が変化していく中において数年前に設定した指標を見ていくという評

 
23 評価対象となる施策ごとに作成され、目標の達成度合いを測るための測定指標や目標の達成手段などが記

載されている。 
24 政策評価に関して、計画期間、実施に関する方針、政策評価の観点、政策効果の把握に関する事項等を定

めるもので、各行政機関の長が「３年以上５年以下」の期間で策定することが義務づけられている（評価法

第６条）。 
25 外務省政策評価アドバイザリー・グループ第33回会合（令3.1.25）有識者発言、令和３年度第１回環境省

政策評価委員会（令3.7.19）深町委員発言 
26 総務省の政策評価に関する有識者会議（第２回会議）（令2.7.20）有識者発言、文部科学省政策評価に関す

る有識者会議（第53回）（令2.9.3）田邉委員発言、法務省政策評価懇談会（第64回）（令3.7.15）井上委員

発言、第10回厚生労働省政策評価に関する有識者会議労働・子育てＷＧ（令3.7.21）石田委員発言 
27 文部科学省政策評価に関する有識者会議（第55回）（令3.8.2）金藤委員発言 
28 法務省政策評価懇談会（第64回）（令3.7.15）朝日委員発言 
29 第19回政策評価審議会（第24回政策評価制度部会との合同）（令2.10.9）岡会長発言。同審議会は、令和３

年３月、ポストコロナ新時代に「行政の評価」が向かうべき方向についての提言をとりまとめた（総務省

「政策評価審議会提言」（令3.3.17））。同年５月には政策評価審議会の下に、政策評価の改善に関するワー

キング・グループが設置され、同提言を踏まえた具体的な改善に向けた検討が進められている。なお、政策

評価制度に関する最近の動向等については、徳田貴子「政策評価制度をめぐる議論－導入から20年を迎えた

制度の現状と課題－」『立法と調査』No.443（令4.2.18）参照。 
30 第20回政策評価審議会（第25回政策評価制度部会との合同）（令2.12.4）森田会長代理発言 
31 第68回財務省政策評価懇談会（令2.8.24）田辺委員発言 
32 令和２年度第１回環境省政策評価委員会（令2.7.20）井村委員発言 
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価手法の妥当性が問われているとの指摘33など、政策評価制度の在り方に対する見解が示

された。 

なお、政策評価審議会や有識者会議における議論のほかにも、コロナ禍のような緊急時

においては速やかに情報提供を行う短期型の評価と緊急時に実施した政策に対する総括的

な評価を行う中期型の評価に分け、二つの評価結果の使い道を意識する必要があるとする

見解34なども見られる。 

 

（４）コロナ禍を踏まえた今後の取組に関する主な意見 

以上のほか、有識者会議では、コロナ禍で施策が受けた影響や対応については記録・検

証を行い、知見を今後同様の事態が起きた際に役立てるべきとする意見35や、従来行って

きた施策についてコロナ禍を契機に見直してみるべきとする意見36が示された。また、政

策評価審議会では、変化する社会状況の中で効率的に最大の効果が出せるよう、評価の

ツールとしてデジタルを積極的に取り入れていくべきとする意見も見られた37。このほか、

コロナ禍のような危機的状況における政策評価の役割に関し、非常時にこそアカウンタビ

リティの重要度が増すが、非常時に評価活動を機能させるためには、監査・評価の視点を

持った立法府・行政府の関係部門同士が平時から関係性を構築しておく必要があるとする

指摘もなされている38。 

 

４．事例紹介 

以下では、コロナ禍における各行政機関の政策評価において、コロナ禍の影響がどのよ

うに評価に反映されたのか、各行政機関の有識者会議において具体的な議論がなされたも

のを中心に事例を紹介する。 

 

（１）評価結果について議論が見られたもの 

コロナ禍の影響を受けた施策の評価結果に対し、有識者会議における指摘があり、評価

の変更等がなされた事例も見られた。 

 

①人権尊重思想の普及高揚並びに人権侵害による被害の救済及び予防（法務省） 

同施策は、人権が尊重される社会の実現に寄与するため、人権尊重思想の普及高揚並び

に人権侵害による被害の救済及び予防を図るなど、国民の人権の擁護を積極的に行うもの

 
33 令和３年度第１回環境省政策評価委員会（令3.7.19）亀山委員発言 
34 西出順郎「緊急時の自治体政策の評価―「さよならＰＤＣＡ」と三つの断捨離」『ガバナンス』No.234

（ぎょうせい、2020年10月）29～31頁 
35 令和２年度公正取引委員会政策評価委員会（令2.6.29）南島委員発言、第68回財務省政策評価懇談会（令2.

8.24）江川委員、翁委員、田辺委員発言、第70回財務省政策評価懇談会（令3.3.8）翁委員発言、第72回財

務省政策評価懇談会（令3.10.19）田辺委員発言 
36 第37回内閣府本府政策評価有識者懇談会（令2.12.18）佐藤委員発言 
37 第20回政策評価審議会（第25回政策評価制度部会との合同）（令2.12.4）岩﨑委員発言 
38 益田直子「危機的状況下における監査・評価活動の役割」『評価クォータリー』No.60（行政管理研究セン

ター、2022年１月）2～28頁 
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である。 

同施策の達成度を測定する指標の一つである測定指標１は、「法務省が作成するポス

ター、新聞広告及び資料等を見聞きした者に占める人権に関する理解や関心が深まった者

の割合」であり、令和２年度の目標値は60％とされたが、実績値は46.3％であった。こ

れに対し法務省は、目標値には達していないが平成30年度以降一貫して増加傾向にある

ことや、同測定指標の参考指標39である「公式Twitterにおける平均インプレッション数」

が急増していることなどから、目標に向かって着実に一定程度の成果を上げ続けていると

し、「おおむね達成」との評価を行った40（図表１参照）。 

 

図表１ 測定指標１「法務省が作成するポスター、新聞広告及び資料等を 

     見聞きした者に占める人権に関する理解や関心が深まった者の割合」 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）法務省政策評価懇談会（第64回）（令3.7.15）資料１ 

  「令和２年度法務省事後評価実施結果報告書（案）」より抜粋（赤枠は筆者加筆） 

 

有識者会議41では、60％の目標値に対し46.3％の実績値で「おおむね達成」と言えるの

かとの事前質問がなされた42。 

また、測定指標４は、「モニター調査による人権相談窓口の認知度」であり、令和２年

度の目標値は対前々年度増43とされたが、前々年度に当たる平成30年度の40.4％に対し、

令和２年度の実績値は30.6％であった。これに対し法務省は、目標値は下回っているも

のの、人流が抑制され、掲出されたポスターを見る機会が大きく減少したコロナ禍にあっ

て、同測定指標の参考指標である「「子どもの人権110番」強化週間広報用ポスター配布

枚数」等が前年より増加していることなどから、目標達成に向けた取組が強化され、一定

の成果を上げることができたとし、「おおむね達成」との評価を行った44（図表２参照）。 

 

 
39 測定指標だけでは施策を網羅的に評価することが困難な場合等に、測定指標を補完するために用いられる。 
40 法務省政策評価懇談会（第64回）（令3.7.15）資料１「令和２年度法務省事後評価実施結果報告書（案）」 
41 法務省政策評価懇談会（第64回）（令3.7.15） 
42 宮園委員事前質問（法務省政策評価懇談会（第64回）（令3.7.15）補足資料「令和２年度法務省事後評価実

施結果報告書（案）に対する質問・意見」）。法務省では、有識者会議に先立ち、事前に各有識者からの質問

や意見を取りまとめ、有識者会議でそれらに対する回答を行っている。 
43 本来は対前年度増だが、前年度が前々年度の値を下回った場合は、前々年度増を目標とするとされた。 
44 法務省政策評価懇談会（第64回）（令3.7.15）資料１「令和２年度法務省事後評価実施結果報告書（案）」 
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図表２ 測定指標４「モニター調査による人権相談窓口の認知度」 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）法務省政策評価懇談会（第64回）（令3.7.15）資料１ 

   「令和２年度法務省事後評価実施結果報告書（案）」より抜粋（赤枠は筆者加筆） 

 

有識者会議では、測定指標４は目標値を達成していないのではないかとの事前質問がな

された45ほか、実績が目標に達していないのは明らかにコロナ禍が原因であり、参考指標

ではコロナ禍にもかかわらず実績も出ていることから、説明としてはしっかり取り組んで

いるということでよく、無理に「おおむね達成」と書くことでかえってマイナスになって

しまうのではないかとの指摘もなされた46。 

 こうした結果、法務省は、測定指標１及び４の達成度を「おおむね達成」から「未達成」

に改め47、施策全体の評価結果を「相当程度進展あり」から「進展が大きくない」へと変

更した48。 

 

②厚生労働科学研究事業の適正かつ効果的な実施及び医薬品等の研究開発の促進並びに保

健衛生分野の調査研究の充実を図ること（厚生労働省） 

 厚生労働省では、厚生労働科学研究事業の適正かつ効果的な実施及び医薬品等の研究開

発の促進並びに保健衛生分野の調査研究の充実を図るために研究を支援する体制整備を実

施している。 

同施策における達成目標１「厚生労働科学研究における研究成果をより多く国民、社会

へ還元等すること」の達成度を測定する指標の一つとして、測定指標１「研究成果の活用

状況（厚生労働科学研究データベース（報告書）へのアクセス件数）」が設定されている。

当該指標の令和２年度の目標値は前年度以上とされたが、前年度に当たる令和元年度の

532,781件に対し、令和２年度の実績値は265,539件であった。これに対し厚生労働省は、

平成28年度から平成30年度は順調に増加したが、令和元年度及び令和２年度は実績が目

 
45 井上委員事前質問（法務省政策評価懇談会（第64回）（令3.7.15）補足資料「令和２年度法務省事後評価実

施結果報告書（案）に対する質問・意見」） 
46 法務省政策評価懇談会（第64回）（令3.7.15）井上委員発言 
47 このほか測定指標３も「おおむね達成」から「未達成」に変更されている。 
48 判断根拠として、「測定指標２及び５において目標を達成することができたものの、測定指標１、３及び４

においては、それぞれ進展が認められた点があるとはいえ、目標を達成することができなかったことから、

「進展が大きくない」とした」としている（法務省「令和２年度法務省事後評価実施結果報告書」（令3.8））。 
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標を下回ったとし、「×」（目標未達）49の評価を行った50（図表３参照）。 

 

図表３ 測定指標１「研究成果の活用状況（厚生労働科学研究データベース 

（報告書）へのアクセス件数）」 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）第10回厚生労働省政策評価に関する有識者会議福祉・年金ＷＧ（令3.8.2） 

資料４－１「実績評価書（案）（ⅩⅢ－２－１）」より抜粋（赤枠は筆者加筆） 

 

 有識者会議51では、システムの改修作業の結果アクセス数が落ちたことから、政策評価

の目的に照らし、真に目標を達成しているかという点では、技術的な要因が強かったので

はないかとの指摘があり52、それを踏まえて評価を「△」に引き上げてはどうかとの意見

も見られた53。厚生労働省からは、アクセス件数低下の原因は新型コロナウイルスの影響

と技術的な改修であり、理由を明記して評価を「△」とし、その上で施策全体の評価結果

も引き上げるということは、他の施策でも行っている旨の発言があった54。 

こうした結果、厚生労働省は、測定指標１の達成区分を「×」から「△」に改めるとと

もに55、施策全体の評価結果を「目標に向かっていない」から「相当程度進展あり」へと

変更した。また、判定理由として、測定指標１については、機械的に判断すれば達成状況

は「×」となるが、外部要因により目標未達となったものであるため、「△」と判断した

旨を追記した56。 

 

 
49 厚生労働省では、測定指標の達成欄には、目標値に対する達成度合いに応じ、「○」：達成（100％以上の場

合を基本とする）、「△」：概ね達成（80％以上100％未満の場合を基本とする）、「×」：未達成（80％未満の

場合を基本とする）、「－」：判定不能（当該年度の実績値が無い場合等）の４区分による判定を記載するも

のとされている（厚生労働省政策統括官付政策立案・評価担当参事官室「厚生労働省における政策評価実施

要領」（令和３年４月）別紙１－４（記載要領））。 
50 第10回厚生労働省政策評価に関する有識者会議福祉・年金ＷＧ（令3.8.2）資料４－１「実績評価書（案）

（ⅩⅢ－２－１）」 
51 第10回厚生労働省政策評価に関する有識者会議福祉・年金ＷＧ（令3.8.2） 
52 第10回厚生労働省政策評価に関する有識者会議福祉・年金ＷＧ（令3.8.2）山田委員発言。菊池座長からも

同趣旨の発言があった。 
53 第10回厚生労働省政策評価に関する有識者会議福祉・年金ＷＧ（令3.8.2）藤森委員発言 
54 第10回厚生労働省政策評価に関する有識者会議福祉・年金ＷＧ（令3.8.2）厚生労働省政策立案・評価担当

参事官室室長補佐発言。なお、他の施策の例として、遺骨収集事業を挙げている（「遺骨収容又は送還を

行った地域数」について、目標の13地域に対し実績は２地域であったが、新型コロナウイルスの影響がなけ

れば目標は達成できていた見込みが高いとして「△」と判断されている（同ＷＧ資料３－１「実績評価書

（案）（Ⅷ－３－２）」）。）。 
55 測定指標３「治験届出件数のうち医師主導治験の数」についても、併せて同様の変更がなされた。 
56 厚生労働省「令和３年度実績評価書（厚生労働省２（ⅩⅢ－２－１））」 
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③放射線防護対策及び緊急時対応の的確な実施（原子力規制委員会） 

同施策は、原子力規制委員会における平時・緊急時の危機管理体制を整備し、運用する

とともに、放射線モニタリング体制を整備・維持することなどを行うものである。 

 同施策の達成度を測定する指標の一つである定量指標２は、「危機管理体制の整備・運

用（原子力事業者防災訓練の確認）」であり、令和２年度は、全39事業所における原子力

事業者防災訓練の実施を目標としていた。これに対し原子力規制庁は、１事業所で訓練が

実施できなかったとして、「Ｂ」の評価を行った57（図表４参照）。 

 

図表４ 定量指標２「危機管理体制の整備・運用（原子力事業者防災訓練の確認）」 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）令和３年度第１回原子力規制委員会政策評価懇談会（令3.7.6） 

資料２「令和２年度実施施策に係る政策評価書（案）」より抜粋（赤枠は筆者加筆） 

 

有識者会議58では、定量指標２に関し、１事業所で防災訓練を実施できなかった理由が

新型コロナウイルスの問題であれば、ベストエフォートで仕方がないとする判断の方法も

あるのではないかとの指摘がなされた59。 

この点について原子力規制庁は、令和２年度は一度重点計画の見直しの必要性に係る議

論を原子力規制庁のマネジメント委員会で行っており、新型コロナウイルスの影響を踏ま

え計画を変えた事業もある中で、見直さなかった結果として目標達成に至らなかったとい

う見通しの甘さも含め、Ｂ評価としているところもあるとし60、評価の変更を行わなかっ

た61。 

 

（２）今後の測定指標の在り方について議論が見られたもの 

コロナ禍の影響を受けた施策の評価結果を踏まえた次期目標等の設定に関し、有識者会

議における指摘を踏まえ、次期測定指標の見直し等がなされた事例も見られた。 

 

 
57 令和３年度第１回原子力規制委員会政策評価懇談会（令3.7.6）資料２「令和２年度実施施策に係る政策評

価書（案）」。原子力規制庁では、個別測定指標ごとの「達成」の評価区分を、Ｓ：目標超過達成、Ａ：目標

達成、Ｂ：相当程度進展あり、Ｃ：進展が大きくないとしている（令和元年度第１回原子力規制委員会政策

評価懇談会（令元.6.14）資料２－２「原子力規制委員会におけるＰＤＣＡの統合的運用について」）。 
58 令和３年度第１回原子力規制委員会政策評価懇談会（令3.7.6） 
59 令和３年度第１回原子力規制委員会政策評価懇談会（令3.7.6）大屋委員発言 
60 令和３年度第１回原子力規制委員会政策評価懇談会（令3.7.6）片山原子力規制庁次長発言 
61 原子力規制委員会「令和２年度実施施策に係る政策評価書（原子力規制委員会Ｒ２－①）」  
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④人権尊重思想の普及高揚並びに人権侵害による被害の救済及び予防（法務省）（①再掲） 

法務省は、同施策の令和２年度までの測定指標として、「１ 法務省が作成するポス

ター、新聞広告及び資料等を見聞きした者に占める人権に関する理解や関心が深まった者

の割合」、「２ 人権シンポジウムにおいて人権問題に関する理解・関心の深まった者の割

合」、「３ 法務省が地方公共団体と連携して実施する人権擁護活動において人権に関する

理解や関心が深まった者の割合」、「４ モニター調査による人権相談窓口の認知度」、「５ 

人権相談・調査救済体制の整備」の五つを設定している。 

法務省は、評価結果の次期目標等への反映の方向性として、本施策の測定指標１～５の

うち、２以外については測定指標及び現在の目標62を維持し、測定指標２は、「人権シン

ポジウム参加者数」に変更するとしていた63。 

有識者会議64では、次期目標について、測定指標へのコロナに関する記載や定量的な評

価に定性的な評価を加えて評価したい旨の記載を行うことなく、来年も同じ測定指標を用

いることで良いのか、再び苦しい説明をしなければならないことは避けるべきであり、来

年度の測定指標については見直しも含めた検討が必要ではないかとの意見が出された65。 

こうした結果、法務省は、測定指標１について、ポスターや新聞、インターネット広告

などは啓発資料への誘因等を目的としており、それ自体が理解や関心を深めるという効果

までは必ずしも期待されていないため、区別してモニター調査するほうが適切であること

や、コロナ禍におけるインターネット上のコンテンツへの需要の高まりから、ホームペー

ジを利用した啓発活動に注力することが有効かつ効率的とし、これらを踏まえた指標に変

更するとした。また、目標値の在り方についても、今後の感染拡大の状況等や社会情勢を

踏まえ随時見直しを行うとしている。そのほか、測定指標２から４についても、次期目標

値の見直しや検討を行うとした66。 

 

⑤男女労働者の均等な機会と待遇の確保対策、女性の活躍推進、仕事と家庭の両立支援等

を推進すること（厚生労働省） 

厚生労働省では、男女労働者の均等な機会と待遇の確保対策、女性の活躍推進、仕事と

家庭の両立支援等を推進している。 

同施策の達成度を測定する指標の一つである測定指標４は、「事業主向け説明会の開催

件数」であり、令和２年度の目標値は100回とされたが、実績値は1,078回となった（図

表５参照）。 

 

 

 
62 測定指標１～３については過去数年間の平均値から算出した数値を毎年同数値の目標とし、測定指標４に

ついては対前年度増、測定指標５については人権相談体制・調査救済体制の整備を図るという目標をそれぞ

れ設定していた。 
63 法務省政策評価懇談会（第64回）（令3.7.15）資料１「令和２年度法務省事後評価実施結果報告書（案）」 
64 法務省政策評価懇談会（第64回）（令3.7.15） 
65 法務省政策評価懇談会（第64回）（令3.7.15）井上委員発言 
66 法務省「令和２年度法務省事後評価実施結果報告書」（令3.8）（法務省２－（13）） 



立法と調査　2022.4　No.444
111

 

図表５ 測定指標４「事業主向け説明会の開催件数」 

 

 

 

 

 

 

（出所）厚生労働省「令和３年度実績評価書（厚生労働省２（Ⅳ－１－１））」より抜粋（赤枠は筆者加筆） 

 

厚生労働省は、次期目標等への反映の方向性として、本施策の測定指標４については、

目標値を維持するとしていた67。 

有識者会議68では、測定指標４について、コロナ禍によりオンライン開催に切り替えた

ことで目標値の10倍以上の実績があったとされた点に関し、オンライン開催自体の否定

はしないものの、目標値を更に上げることも必要ではないか、また、回数で評価するのか、

実施企業の数で評価するのか、検討を行うべきとする意見があった69。さらに、令和３年

度の目標が前年度と同じ100回となっていることについて、実績とあまりにも乖離してい

るため、目標設定の仕方についてはもう一度検討すべきとの意見も見られた70。 

こうした結果、厚生労働省は、測定指標４について、令和３年度目標値は、説明会だけ

ではなく事業主への個別支援による取組の促進が令和４年度の女性活躍推進法71の義務拡

大に向けて適切であると考えられることから、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計

画策定・届出に関する働きかけを行った企業数とする方向で検討するとした72。 

また、同じく同施策の達成度を測定する指標の一つである測定指標12は、「在宅就業者

支援サイト「Home Worker’s Web」のアクセス件数」であり、令和２年度の目標値は前年

度（429,334件）以上とされたが、実績値は556,014件であった（図表６参照）。 

 

図表６ 測定指標12「在宅就業者支援サイト「Home Worker’s Web」のアクセス件数」 

 

 

 

 

 

 

（出所）厚生労働省「令和３年度実績評価書（厚生労働省２（Ⅳ－１－１））」より抜粋（赤枠は筆者加筆） 

 
67 第10回厚生労働省政策評価に関する有識者会議労働・子育てＷＧ（令3.7.21）資料１－１「実績評価書

（案）（Ⅳ－１－１）」 
68 第10回厚生労働省政策評価に関する有識者会議労働・子育てＷＧ（令3.7.21） 
69 第10回厚生労働省政策評価に関する有識者会議労働・子育てＷＧ（令3.7.21）石田委員発言 
70 第10回厚生労働省政策評価に関する有識者会議労働・子育てＷＧ（令3.7.21）新田委員発言 
71 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号） 
72 厚生労働省「令和３年度実績評価書（厚生労働省２（Ⅳ－１－１））」 
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厚生労働省は、次期目標等への反映の方向性として、本施策の測定指標12については、

目標値を過去３年間の平均値以上のアクセス数へと変更するとしていた73。 

有識者会議では、測定指標12について、前年度以上という目標設定は、コロナ禍のよ

うな大きな環境変化で数字が大きく落ちた時に、その次年度の目標値に影響すると指摘し

た上で、次期目標を過去３年間の平均値以上としていることについて、その場合も大きく

凹む年があるとその数値の影響を引きずることになるため、少し工夫が必要であるとの意

見が見られた74。 

こうした結果、厚生労働省は、測定指標12については、令和３年度以降の目標値を

「過去５年間相当の実績を回帰分析することで算出された数値以上（ただし、新型コロナ

ウイルス感染症による一時的な影響も考慮）」に見直すとした75。 

 

（３）評価におけるコロナ禍の影響の反映 

 以上のほか、コロナ禍の影響をどのように捉え、評価に反映させるかについては、様々

な事例が見られる。 

 

⑥日常生活圏の中で良質かつ適切な医療が効率的に提供できる体制を整備すること（厚生

労働省） 

 厚生労働省は標記の施策目標について、達成目標の一つとして「助産師出向の推進、助

産所と連携する医療機関確保の推進」を掲げ、その達成度を測定する指標として測定指標

４「助産師出向人数の増加数」及び測定指標５「助産師出向等支援導入事業実施都道府県

数」を設定している。令和２年度の目標値について、両指標はいずれも「前年度以上」と

されていたところ、実績値については、測定指標４は前年度の半数である42件、測定指

標５は前年度と同数である25件となっている（図表７参照）。この結果に対し、厚生労働

省は、「いずれも新型コロナウイルス感染症の影響によるものであり、過年度の推移を踏

まえると、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ、目標値を達成していたと見込ま

れることから、両指標ともには目標達成と判断した」とした上で、当該施策目標全体の評

価についても「目標達成」としている76。 

 

 

 

 

 

 
73 第10回厚生労働省政策評価に関する有識者会議労働・子育てＷＧ（令3.7.21）資料１－１「実績評価書

（案）（Ⅳ－１－１）」 
74 第10回厚生労働省政策評価に関する有識者会議労働・子育てＷＧ（令3.7.21）石田委員発言 
75 厚生労働省「令和３年度実績評価書（厚生労働省２（Ⅳ－１－１））」 
76 厚生労働省「令和３年度実績評価書（厚生労働省２（Ⅰ－１－１））」 
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図表７ 測定指標４「助産師出向人数の増加数」・ 

測定指標５「助産師出向等支援導入事業実施都道府県数」

 

（出所）厚生労働省「令和３年度実績評価書（厚生労働省２（Ⅰ－１－１））」より抜粋（赤枠は筆者加筆） 

 

⑦観光立国を推進する（国土交通省） 

  国土交通省では標記の施策目標を掲げ、その達成度を測定する指標として業績指標80

「訪日外国人旅行者数」等を設定しており77、令和２年の目標値は4,000万人、実績値は

412万人となっている（図表８参照）。国土交通省は、全ての業績指標について、令和２

年は新型コロナウイルス感染症の影響で実績が落ち込んだが、令和元年までは概ね順調に

推移しており、令和元年は過去最高を記録しているとして、令和２年目標と令和元年実績

を比較して評価を行い、当該施策目標全体としては「相当程度進展あり」と評価したとし

ている78。 

 

図表８ 業績指標80「訪日外国人旅行者数」 

 

 

 

（出所）国土交通省「令和２年度施策目標個票（国土交通省２－⑳）」より抜粋（赤枠は筆者加筆） 

 

⑧鉄道網を充実・活性化させる（国土交通省） 

国土交通省では標記の施策目標を掲げ、その達成度を測定する指標として業績指標103

「東京圏鉄道における混雑率（①主要31区間のピーク時の平均混雑率、②180％超の混雑

率となっている区間数）」等を設定している。令和２年度の目標値について、業績指標

 
77 このほか、業績指標81「訪日外国人旅行消費額」、82「地方部での外国人延べ宿泊者数」、83「外国人リ

ピーター数」、84「日本人国内旅行消費額」が設定されている。 
78 国土交通省「令和２年度施策目標個票（国土交通省２－⑳）」 
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103の①は150％、②は０区間とされていたところ、実績値はそれぞれ107％、０区間と

なっている（図表９参照）。この結果に対し、国土交通省は、「令和２年度については新

型コロナウイルスの影響を受けた特殊な環境下にあり、①主要31区間のピーク時の平均

混雑率、②180％超の混雑率となっている区間数ともに、目標を達成した」とした上で、

主要な業績指標については外部要因の影響はあるものの目標を達成したため、当該施策

目標全体の評価を「相当程度進展あり」と判断したとしている79。 

 

図表９ 業績指標103「東京圏鉄道における混雑率 

（①主要31区間のピーク時の平均混雑率、②180％超の混雑率となっている区間数）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）国土交通省「令和２年度施策目標個票（国土交通省２－㉖）」より抜粋（赤枠は筆者加筆） 

 

（ねぎし たかし、きむら かつや、さが じゅんや） 

 

 
79 国土交通省「令和２年度施策目標個票（国土交通省２－㉖）」 


